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別紙 

 ○厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（本省受付分）（11/３/16） 

   

 

平成 23 年３月 16 日 

【照会先】 

大臣官房総務課情報公開文書室 

 室   長  平嶋 壮州 

 室長補佐  大村 良平（内線 7321） 

（代表電話） 03（5253）1111 

 厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、一週間分の集計結果と現時点での対応等を

取りまとめましたので、お知らせいたします。 

 



（単位：件）

来訪 電話 手紙 FAX メール 計

4 128 4 0 1,214 1,350

0 0 0 0 0 0

統計情報部 0 0 0 0 0 0

医政局 0 10 0 0 16 26

健康局 0 2 0 0 290 292

医薬食品局 0 46 0 0 27 73

食品安全部 0 0 0 0 0 0

労働基準局 0 93 0 0 59 152

職業安定局 0 31 2 0 96 129

職業能力開発局 0 11 0 0 29 40

雇用均等・児童家庭局 0 153 0 0 73 226

社会・援護局 0 56 0 0 36 92

障害保健福祉部 0 2 0 0 0 2

老健局 0 26 0 0 3 29

保険局 0 87 0 0 8 95

年金局 0 83 4 0 126 213

政策統括官 0 3 0 0 0 3

日本年金機構 49 430 13 0 60 552

53 1,161 23 0 2,037 3,274

国民の皆様の声の内訳 ↓
　政策・制度立案への提言 295

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 719

　法令遵守違反に関するもの 2

　その他 2,258

※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

合　　計

平成２３年３月１６日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告（本省受付分）

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ④

2 ④

3 ④

4 ④

5 ④

6 ④

7 ④

8

厚生労働大臣と直接会話をして意見を言いたいので大臣にか
わってほしい。意見の内容はその時に申し上げる。（同様の電
話がありました。）

ご意見等の内容に応じて、所管部局
が組織として責任をもってご意見等を
承る旨をご説明し、了承を得ました。

神社庁と名のつくものが厚生労働省の下部機関にあると聞いた
が本当か。また、神社は宗教法人にあたるのか。その認可等に
ついてお伺いしたい。（電話）

厚生労働省の所管ではなく、文部科
学省にお問い合わせいただくようご案
内いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予
定、③政策・制度の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、
に分類。

※その他、外国人参政権や竹島領有権問題等の厚労省施策
以外のご意見メールが多数ありました。

【ご意見：朝鮮学校高校授業料無償化実現について】
朝鮮学校高校授業料無償化実現について強く要望します。今
年度もあとわずかになりましたが、未だに無償化が実現してい
ません。同じ日本に住みながら、朝鮮学校だけ適応外になって
いるのはどうしても納得できません。子どもたちを差別しないでく
ださい。共に学ぶ権利があると思います。国の方針で子どもた
ちを差別しないでください。一刻も早く無償化が実現されるよう
強く求めます。
（厚生労働省「国民の皆様の声」意見メール）

厚生労働省の所管ではなく、文部科
学省にご要望いただくようご案内いた
しました。

地上デジタル放送についてお伺いしたいので、担当に繋いでほ
しい。（電話）

厚生労働省の所管ではなく、総務省
にお問い合わせいただくようご案内い
たしました。

対　　応
項番

概　　要
内　　容

シベリア抑留者給付金についてテレビで見た。どこにお伺いす
ればいいか。（電話）

独立行政法人平和祈念事業特別基
金にお問い合わせいただくようご案内
いたしました。

最近報道されている入学試験問題の漏洩に関してお伺いした
いことがある。試験問題は先生が作成するのか。（電話）

厚生労働省の所管ではなく、文部科
学省にお問い合わせいただくようご案
内いたしました。

生命保険会社の満期保険金について納得がいかない。担当部
署に繋いでほしい。（電話）

厚生労働省の所管ではなく、金融庁
にお問い合わせいただくようご案内い
たしました。

0

　その他

（主な国民の皆様の声）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

0

0

　法令遵守違反に関するもの

1350

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

行政相談室

相談係長　　松浦　洋平（内線７１３４）
（０３）５２５３-１１１１（代表）

部局（課室）名

照　会　先
平成２３年３月４日～３月１０日受付分

0

国民の皆様の声
把握方法別件数

合計FAX

13504 128

手紙 メール

1214

来訪 電話

4
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3

①
④

4 ①

5 ①

膵内分泌腫瘍治療のストレプトゾシンは、海外においては１
０年以上前から治療の第一選択薬とされており、効果や副作
用のデーターもすでに確認できる状況で、国内でも自己負担
で治療効果を示しているのにもかかわらず、なかなか認可が
されない。

薬剤の自己負担は年間１００万円単位であり家族の生活をと
るか、患者の命をとるかの選択を迫られている。

公的支援（医療費補助）か保険認可を早急に求めます。

医薬品ストレプトゾシンについては、
・ノーベルファーマ株式会社が治験計画
等を検討中であること、
・この医薬品については、開発にかかる
費用を補助することとしており、その補助
額の上限について「医療上の必要性の高
い未承認薬･適応外薬検討会議」におい
て検討中であること、
・検討状況については、厚生労働省ホー
ムページに議事を掲載する予定であるこ
と
をご説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ある医療機関で発行された診断書が看護師によって作成さ
れた可能性があるが、こうした行為は可能なのか。

診断書は医師が発行するものであり、最
終的には医師の確認が必要ではありま
すが、作成は医師以外でも可能であるこ
とをご説明しました。

身体に障害を持っているが、免許を取得することができる
か。（医師法第４条第１号等の内容に関する問い合わせ）

国家試験合格後、免許申請時において
免許を与えるか与えないかの判断となる
ので、現段階では取得の可否はお答えで
きない旨を説明しました。

過去に軽度の色弱と診断されたものは、救急救命士国家試験を
受験することが出来るか。

試験を受験することは可能ですが、免許
申請の際に、医師の診断書を提出する必
要があり、それに基づいて免許の付与に
係る審査を経る必要がある旨をご説明し
ました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 26

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

0 0 16 26

メール

平成２３年度医療施設耐震化臨時特例交付金について概略を教
えて欲しい。

平成２３年度医療施設耐震化臨時特例
交付金の内容についてご説明した上で、
当該交付金は、都道府県において既に
対象の病院が選定されている旨をご案内
しました。

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 医政局

照　会　先

①②医事課総務係（内線2566）
③指導課（内線4134）
　 経済課医療関連サービス室企画指導係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内線2538）
④看護課総務係（内線2596）平成２３年３月　４日～平成２３年３月１０日

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 10
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

4

5

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 健康局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

健康局総務課
林　　俊宏（内線２３１３）
（ダイヤルイン０３－３５６５－２０７７）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 2 0 0 290 292

メール

　ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの同時接種並びに子
宮頸がんワクチンの不足等に関するご照会。

　ご照会のあった内容について回答いた
しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 292

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　肝炎治療に対する医療費助成制度の対象者や制度の内容等に
ついてのご照会。

　本事業の目的や助成対象等、制度の
概要についてご説明させていただきまし
た。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

合計

0 46

メール

0 0 27 73

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンを含む同時接種後の死
亡報告と接種の一時的見合わせについて

（ご意見多数）

小児用肺炎球菌ワクチン（販売名：プレベ
ナー水性懸濁皮下注）及びヒブワクチン
（販売名：アクトヒブ）を含む、ワクチン同
時接種後の死亡例が、３月２日以降報告
されています。
ワクチン接種と死亡との因果関係は、報
告医によればいずれも評価不能または
不明とされており、現在詳細な調査を実
施しています。
このような状況から、３月４日に「小児用
肺炎球菌ワクチン（販売名：プレベナー水
性懸濁皮下注）」及び「ヒブワクチン（販売
名：アクトヒブ）」については、因果関係の
評価を実施するまでの間、念のため、接
種を一時的に見合わせることとし、自治
体及び関係製造販売業者に連絡しまし
た。
本件に関するＱ＆Ａおよび報道発表資料
などは厚生労働省ホームページの緊急
情報欄をご参照下さい。

対　　応

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 医薬食品局

平成２３年３月４日～平成２３年３月１０日受付分

照　会　先 書記室管理係長　茂木　匡哉（２７０４）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 73

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容

昭和55年交通事故により手術したことがある。その際、フィブリノゲ
ン製剤を使用したと思われるが、その病院が厚労省ＨＰ掲載の納
入先医療機関リストに載っているかどうかが知りたい。

ご照会の病院が、納入先医療機関リスト
に掲載がありましたので、その旨お伝え
いたしました。
また、『特定フィブリノゲン製剤及び特定
血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎
感染被害者を救済するため給付金の支
給に関する特別措置法』に基づく救済制
度についてご説明いたしました。

概　　要

－5－



件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 労働基準局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

総務課
課長補佐　　西岡　邦昭（内線５５５４）
広報係長　　林田　淳一（内線５５８２）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 93 0 0 59 152

メール

　日本人の良さは勤勉さと真面目なところであり、その勤勉さ
を潰すような法律を設け企業を圧迫することはよくない。労
働者だってもっと働きたいと思っている人もいるはずだ。
　残業時間制限を撤廃して、働きたい人が好きなだけ働ける
ような環境にしてもらいたい。

　労働基準法は、労働者が人たるに
値する生活を営む上で満たすべき最
低限の労働条件を定めたものであり、
労働時間の規制は長時間にわたる労
働が労働者の健康に悪影響を及ぼす
ことを排除するために必要であること
などを御説明いたしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 5

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 2

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 145

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　残業時間の算出について、我が社では毎日30分未満が切
り捨てになっている。
　このようなことが認められることはおかしいのではないか。

　毎日の労働において、時間外労働
時間の30分未満を切り捨てるという取
扱いは、賃金の全額払の原則に反す
ることから、労働基準法違反の可能
性があることを説明し、勤務先を管轄
している監督署に相談いただくよう御
案内いたしました。

　残業を申請する際に、時間が多いと、会社側から時間を修
正させるよう圧力がかかる。
　実際の就労時間のおそらく3分の1程度まで残業時間を減
らされて、時間外手当が支払われている現状である。
　こういう実態があることを知って欲しい。

　使用者が支払うべき時間外手当の
不払は、労働基準法違反であること
から、事実が認められる場合には、監
督署で事業主に対して是正指導を行
う等の対応を行うことができるので、
勤務先を管轄している監督署に相談
いただくよう御案内いたしました。
　なお、監督署への御相談は、来署・
手紙・電話のいずれの方法によって
も、また、匿名で行うことも可能である
こと、御相談された事実を会社に対し
て伏せて監督指導を行うことも可能で
あることなどについても御説明いたし
ました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

4

①

5

①

6

7

　世の中には労働基準法を知ってか知らずか、労働基準法
違反をしている企業が多すぎる。
　このような企業を取り締まり、厳罰をもって処罰してほしい。

　監督署では、通常の事業場への監
督指導に加え、集団指導や自主点検
等、様々な手法により労働基準関係
法令の周知・徹底に努めていること、
また、重大・悪質な場合は司法処分を
するなど厳正に対応していること、法
律違反を行っている会社があれば、
情報提供を願いたいことなどについて
御説明いたしました。

　職場は　喫煙室以外 全社禁煙になっているが、喫煙室か
ら帰って来た人が同じ事務所にいるだけで体調が悪くなるの
で、職場における全面禁煙の法制化を望む。

　厚生労働省としては、適正な労働条
件を確保しつつ普及促進を図るという
観点から、テレワーク相談センターに
よる相談の受付や、テレワーク実施
上の労務管理上の問題点等について
説明するテレワーク・セミナーを実施
していること、その他、経済産業省、
総務省、国土交通省でもその普及に
向けた取組を行っていることなどを御
説明いたしました。

①
④
　貴重な御意見として承った上で、現
在の職場における受動喫煙防止対策
に関することなどについて御説明いた
しました。

　テレワークは、ワークライフバランス実現のための有効な
施策だと考えるが、企業がテレワークを導入するために、政
府としてどのような支援策を行っているのか。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　たばこの煙にとても敏感なので分煙の職場では仕事がで
きない。
　すべての会社が完全禁煙ならば、もっと働ける職場の範囲
が広がると思う。
　だから、職場における受動喫煙防止の法規制は厳しいもの
にして欲しい。
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件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1
①
②

2 ①

3 ①

4
①
②

求人票には年齢不問と書いてあるにもかかわらず、現実的には年
齢制限がある。年齢制限を禁止すべきだ。

雇用対策法の年齢制限禁止規定は、年齢
に関わりなく、意欲と能力がある限り働くこ
とができる社会を実現するために設けられ
ているものです。このため、労働者の募
集・採用における年齢制限を原則禁止して
おります。また、昨年10月には事業主向け
パンフレットを改訂し、より一層の事業主
への周知啓発に努めているところです。

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）
部局（課室）名 職業安定局

平成23年３月４日～３月10日受付分
照　会　先

公共職業安定所運営企画室
広報担当官　和田史絵（内線5682）
広報係長　　 比田井徹也（内線5739）
（直通03－3593－6241）

手紙 FAX メール 合計

0 31 2 0 96 129

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 4

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 72

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 53

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
求人票の記載事項は求職者にとって重要な情報なので、ハロー
ワークで受け付ける際にしっかりと確認してほしい。

ハローワークでは、求人情報が正確なも
のとなるよう事業主への確認に努めてい
ます。求人票の内容と求人条件が異なっ
ている場合は、ハローワークから事業主に
対し確認し、求人票の修正等の指導を行う
こととしております。

履歴書や職務経歴書を返却してくれない会社、応募者に無断で処
分してしまう会社があるので注意してほしい。

ハローワークでは、求人企業に対して、原
則として応募書類は返却するよう要請して
いること、事情により返却できない場合に
は、あらかじめ求人票にその旨を記載する
よう指導していることを説明しました。ま
た、応募書類の返却が遅れている場合に
は、求人企業に督促していることなども説
明しました。

就活生の心のケアを行ってほしい。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

新卒応援ハローワークでは、心理カウンセ
リングを行っています。就職活動で疲れを
感じた時、就職活動に関する不安や焦り
で思うように活動できなくなっていると思っ
た時など、専門カウンセラーが相談に応じ
ておりますので、お気軽にご利用ください。
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分類

5
①
②

6
①
②

7
①
②

8
①
②

9 ①

10
①
②

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

同一の求人が有効期間満了後も繰り返し更新されている。ハロー
ワークは、求人者と求職者のマッチングにしっかり取り組むべきだ。

ハローワークが受け付けた求人を未充足
のまま更新する際には、要因を分析し、採
用基準を具体化する等により、求人者が
想定している人材の応募につながるよう取
り組んでおります。また、一部の求人につ
いては、求人条件の引き上げを提案し、応
募者の増加に結びつくよう取り組んでいる
旨ご説明し、ご理解いただきました。

現在、障害者の雇用を促進するため、障
害者雇用促進法において、事業主に対し
全従業員の1.8％以上の障害者を雇用す
ることを義務づけております(障害者雇用
率制度)。これを満たさない事業主に対し
ては、ハローワーク、都道府県労働局、厚
生労働省がその達成指導を実施していま
す。今後も引き続き、障害者雇用率達成
指導を厳正に実施し、障害をお持ちの
方々の雇用の促進をしてまいります。

国全体で障害者雇用を促進してほしい。

項番

現在ハローワークでは求人開拓推進員を
増員し、企業訪問回数を大幅に増やして
います。また、各ハローワークの所長を先
頭に企業、事業主団体への求人要請も
行っているところです。引き続き求人確保
のため努力してまいります。

内　　容
対　　応

（主な国民の皆様の声）

概　　要

精神障害者の雇用を促進してほしい。 精神障害者については、特に障害特性に
応じた、きめ細かな支援を行うため、ハ
ローワークに「精神障害者就職サポー
ター」を配置し、精神障害者に対するカウ
ンセリング機能を強化するなど就労支援
策の充実を図っております。今後とも、精
神障害者の雇用が促進されるよう、一層
の支援の充実に努めてまいります。

新卒者のみならず、中高年の就業機会が増えるよう取り組むべき
だ。

国、ハローワークでは、中高年齢者の就
業・雇用機会を確保するため、求人開拓等
に総力を上げて取り組んでおります。ま
た、年齢制限禁止等の取り組みを推進す
るとともに、その雇用した事業主に対して
助成金を支給する等の措置を講じており
ます。今後とも、これらの取り組みを一層
強化してまいります。

永住権が５年に緩和されるとは本当ですか。現行の１０年でも短す
ぎるくらいだと思っています。永住権を得たら、生活保護や年金の受
給権を主張する外国人が増え、社会保障に多大な影響を及ぼすこ
とがわかっているのでしょうか（「専門外国人永住促す　許可要件、
在留５年に半減」（3月8日日経新聞朝刊1面）に対するご意見）。

新聞報道の内容は、現在、政府で検討中
です。最終的に法務省が決定することとな
りますが、ご指摘のとおり、永住許可要件
の緩和は、社会保障等、国民生活への影
響を踏まえた慎重な検討が必要であると
考えています。

ハローワークの担当が企業に対して積極的に求人のアプローチをす
るなどして、ハローワークの求人情報を増やしてほしい。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ②

2 ①

3 ①

4 ②

11

　基金訓練のコース数は、事業開始以来、１万９千
余のコースの認定（平成23年３月１日現在）が行わ
れるなど、２年間の事業実施を通じて一定量の訓
練コースが確保されました。このため、訓練コース
新設の誘導措置として、教育訓練機関に支給する
新規訓練設定奨励金を、来年度以降に受理した
コースから廃止することとしています。
　また、基金訓練の質を確保するため、教育訓練
実施機関への認定については、訓練の実施状況
（就職率、苦情の発生状況等）の改善が図られない
場合には、以降の訓練コースの認定を行わないな
ど、訓練実績を次回以降の認定に反映させるべく、
基準を改めたところです（８月３０日から施行）。
　さらに、この基準については、来年度以降に受理
したコースから、更なる質の向上を図るために認定
要件の厳格化や就職支援の強化等を行うこととし
ています。

　基金訓練のコース数は、基礎的なパソコンコースを始めと
して、もう十分ではないか。もっと訓練の質を高めていってほ
しい。

　基金訓練を実施している事業者だが、平成23年度にこの
訓練が終了するとの報道もあった。今後どうなるのか。

　基金訓練における教育訓練実施機関への認定に
ついて、訓練の実施状況（就職率、苦情の発生状
況等）の改善が図られない場合には、以降の訓練
コースの認定を行わないなど、訓練実績を次回以
降の認定に反映させるべく、基準を改めたところで
す（８月30日から施行）。
　また、この基準については、来年度以降に受理し
たコースから、更なる質の向上を図るために認定要
件の厳格化や就職支援の強化等を行うこととして
います。

　基金訓練を受講しているが、内容に緊張感がなく、就職に
直結する気がしなかった。税金を使って訓練の受講機会を
得られたのはありがたいが、もっと有意義な訓練を行ってほ
しい。

　基金訓練の実施と訓練・生活支援給付の支給を
行う緊急人材育成支援事業については、来年度以
降も継続し、同年度に創設することとしている「求職
者支援制度」に係る法案が成立して施行されるま
での間、切れ目なく支援を行ってまいります。

　基金訓練を受講するため応募したが、選考で落ちた。
　しかし、その応募した訓練コースは、追加募集を行っていた
とのことで、私が選考で落ちた理由は定員の超過によるにも
ではなく、教育訓練施設の事情による選別が行われたもの。
公的支援として実施している基金訓練において、教育訓練
施設の事情による選別が行われるのは問題があるのではな
いか。

　基金訓練の受講については、その訓練受講が再
就職のために必須であることなどの要件を満たす
ことが必要です。
　このため、募集を行っている基金訓練のコースに
ついて、応募者数が定員数に達していない場合で
あっても、応募者全員がそのコースを受講いただけ
るわけではありません。

項番

メール

対　　応

　法令遵守違反に関するもの

（主な国民の皆様の声）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

0

　その他

0

15

13　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

0 40

内　　容
概　　要

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

職業能力開発局

総務課
総務課長補佐　岡　英範（内線５９０７）
総務係長　　　　大原　竜太（内線５９１１）
（直通　０３－３５０２－６７８３）

　政策・制度立案への提言 12

部局（課室）名

照　会　先

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

平成23年3月4日～平成23年3月10日付分

0

合計

29

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の改善等を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

5 ①

6 ①

7 ①

　学生用ジョブ・カードを作ると報道されていたが、ジョブ・
カード制度は仕分けで廃止することになっていたのではない
か。

　事業仕分けでは、ジョブ・カード制度の関連事業
が廃止との評価結果を受けたところですが、その政
策目的の重要性は理解されたものと認識していま
す。
　このため、その指摘の内容を踏まえて、より効率
的・効果的な制度となるよう見直しを行った上で引
き続きジョブ・カード制度を推進してまいります。
　

　離職したが、雇用保険の被保険者ではなかったので、訓
練・生活支援給付を受けながら、基金訓練を受講したいと
思っている。専業主婦でも受けられるか。

　基金訓練については、専業主婦（夫）の方である
かどうかにかかわらず、その基金訓練の受講が再
就職のために必須であることなどの要件を満たした
場合、受講いただけます。
　しかしながら、訓練・生活支援給付については、｢
世帯の主たる生計者である方｣などの支給要件が
ありますので、この要件を満たしていない専業主婦
の方は、この給付を受給いただくことはできませ
ん。

  国会に提出している「独立行政法人雇用・能力開
発機構法を廃止する法律案」については、現在、参
議院において継続審議となっているところです。
　キャリア形成促進助成金については、見直しを
行った上で平成23年度も実施することとしていま
す。
　詳しい見直し内容は、、こちらをご覧ください。
○厚生労働省ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuki
n/dl/d01-1g.pdf

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の改善等を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　４月１日で雇用・能力開発機構が廃止されると聞いたが、ど
うなっているのか。また、同機構が支給しているキャリア形成
促進助成金はどのようになるのか。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

④

2

④

3

④

4

⑤

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

児童福祉法改正は改悪。これ以上、行政暴力を行う児童相談所の
権限を強化する必要はない。

貴重なご意見として承り、情報を共有しまし
た。

児童相談所長の判断で一時保護を２か月以上できるという制度は
おかしい。

貴重なご意見として承り、情報を共有しまし
た。

私は結婚してからずっと仕事を続けていた。今は年金を受給してい
る。夫からひどい仕打ちをされ続けたが、何とか子供は無事に育
ち、独立した。私はずっと社会に出て子育てをし、税金を納付してき
たが、私が仕事に出かけている間、夫は遊んでいた。やくざの女と
付き合い恐喝されたり、また泥棒の手助け等をして大変であった。
夫から病院に監禁させられた事もある。自治体に相談しても警察に
相談しても、私が悪いと言われ対応してくれない。離婚調停も起こし
ているが先に進んでいない。共働き世帯に対する制度を作って欲し
い。家計の貢献度調査をして、トラブルのある家庭はDVの有無、本
当に夫婦で仕事をしているか、家事はどちらがやっているのか、子
供はいるか等の把握をして欲しい。

貴重なご意見として承り、情報を共有しまし
た。

子ども手当関係
・満額支給されないのであれば、扶養控除の廃止はしないでほし
い。
・子ども手当より現物給付（保育サービス等）を充実してほしい。
・所得制限を設けてほしい。

貴重なご意見として承り、情報を共有しまし
た。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 88

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 9

　法令遵守違反に関するもの 2

　その他 127

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 153 0 0 73 226

メール
国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 雇用均等・児童家庭局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

雇用均等・児童家庭局総務課長補佐
　重元博道（内７８１７）

電話：０３－３５９５－２４９１
FAX：０３－３５９５－２６６８
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分類

5

①
④

6

④

　私達は市の待機児童を解消すべく認可保育園を準備してきた。当
初市の担当者から大変前向きなご指導を戴いてたが、ほぼ計画が
完成間近となった時になり、新設保育園は認めないという地元市長
の意見書が県知事に提出された。市の保育計画では、定員割れし
ている幼稚園との連携を進めて、待機児童解消を図り、その上で尚
解消が図れなかった時に、初めて民間保育園の新設を認めるとい
う計画だった。
　このままでは、私達の計画は国の基準を満たした計画なのに無
認可保育園になってしまい残念でならない。児童福祉法第56条の
10第1項及び第2項等の趣旨から国又は県において何らかの対応
は出来ないのか。

　児童福祉法第56条の10の規定は、都道府
県・市町村保育計画を策定するにあたって
の、主務大臣・都道府県知事の助言・援助に
ついて定めたものであり、市町村が作成した
保育計画の内容について、変更等を要請する
ことができるといった趣旨ではありません。
　具体的な保育所の認可については、認可権
者である都道府県が、市町村と連絡調整し、
地域の実情に沿って進めるものですので、大
変恐れ入りますが、県及び市とご相談を進め
ていただくようお願いいたします。

　今春より1歳児を保育園に預けるのだが、その保育時間は、朝8
時半から午後4時半まででその他の時間は長時間・延長保育にな
るとのこと。
　今おそらく多くの母親はフルタイムで働いており、普通の会社は朝
8時から午後5時までが勤務時間だと思われるが、そうすると4時半
迎えは不可能である。「長時間の申請をすればいい」という問題で
はなく、保育時間の「普通」が朝7時半から午後6時と思う。仕事をし
ていないと預かってもらえないのに、保育時間が勤務時間より短い
のは矛盾していると思う。
　長時間の保育園での集団生活は子供にとってはかわいそうなこと
かも知れないが、やはり共働きでないと生活が成り立たない家庭も
あると思うで、見直していただきたい。

貴重なご意見として承り、情報を共有しまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

④

3

④

4

①

5

①
④

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 社会・援護局（社会）

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

社会・援護局総務課
　課長補佐　増井　英紀（内線２８１３）
社会・援護局書記室
　管理係長　佐藤　敏彦（内線２８０３）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 56 0 0 36 92

メール

　先日のニュースで生活保護法の見直しがあると聞いた。まずは
外国人を対象外にするべきである。外国では現地で日本の生活保
護を受ける手引きが紹介されている。外国人を日本国民が養う必
要はないはず。

　ご意見としてお伺いしました。
　なお、生活保護法は、憲法２５条に「す
べて国民は、健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する」と規定されてい
ることから、基本的には日本国民のみを
対象としておりますが、適法に日本に滞
在し、就労活動に制限を受けない永住、
定住等の在留資格を有する外国人につ
いては、社会的・人道的観点から、日本
人と同じ取扱いとしております。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 2

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 27

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 63

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　国民年金の月額6万円に対し、生活保護の高齢単身世帯は約8
万円という。住宅費や医療費など考えると優遇されている。年金を
納めない方が得だ、と言わせるような施策ではダメだ。福祉施策の
大転換を要求する。

　ご意見としてお伺いしました。
　生活保護基準のあり方については、ナ
ショナルミニマム研究会での議論も踏まえ
て今後考え方を整理していく予定でござ
います。

　生活保護の受給者が増えています。これに伴い不正受給も増え
ています。病気やけがで働けない人には必要な制度ですが、不正
受給が増えている状況を考えると受給資格が緩いのでは？しっか
りと監視してほしい。

　生活保護制度における不正受給の防止
を徹底するため、悪質な事案には刑事手
続きも視野に、自治体の税務担当課に対
する課税照会等の各種調査を徹底するよ
う、引き続き生活保護の適正な運用に努
めてまいります。

　現在、無職で借金があり、生活費に困っているので、社会福祉協
議会へ生活福祉資金貸付（総合支援資金）の相談をしたところ、借
金の額が多すぎるので貸付出来ないとのことだったが、生活出来
ないのでなんとかしてほしい。

　生活福祉資金は貸付制度であるため、
個別の状況にもよりますが、債務がある
場合は、償還の見込みが立たないとして
貸付できない場合もございます。
　なお、多重債務等過大な債務を負って
いる場合、まず債務の整理を行うことが
基本となりますので法テラス等へご相談く
ださいと回答しました。

　生活福祉資金を借りた人の返済が滞る可能性があると聞いた
が、貴重な税金を使っているのに、それを無駄にするようなら、生
活福祉資金貸付制度自体を廃止すべきだ。

　いただきましたご意見を担当係内で共
有いたしました。
　ご指摘の点も踏まえ、生活福祉資金の
適正な運用に努めてまいりますと回答し
ました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

6

①

7

④
⑤

8

①
③

9

①

10

①

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
　地元の民生委員が守秘義務を守っていない。民生委員に対する
研修が不足しているのではないか。

　民生委員の守秘義務については、厚生
労働省より通知を発出して徹底しており、
また、都道府県等が実施する研修などに
おいても、個人情報の取扱いについて指
導を行っていることをご説明しました。

　消費生活協同組合において実施している共済事業の契約者よ
り、当該組合と契約者との間での共済金支払いに対する苦情相
談。

　室内でご相談内容について情報共有
し、対応について検討しました。
　検討後、当該組合に対して、契約者に
対して真摯なご説明をするように伝え、ご
相談内容を報告しました。

　介護福祉士の受験資格取得に係る実務経験ルートにおいて6月
の養成課程の受講が必要となるのは何年度の試験からとなるか
教えてほしい。また、できるだけ早く6月の養成課程が受講できるよ
うにしてほしい。

　実務経験ルートの受験資格について
は、「今後の介護人材養成の在り方に関
する検討会」報告書において6月の養成
課程の義務化の施行時期を3年間延期
し、平成27年度にすることが適当とされた
ことを説明しました。しかしながら、当該事
項は法律改正事項であるため、国会での
審議が必要である旨を説明し、ご了解い
ただきました。また、ご要望については貴
重なご意見として拝聴しました。

　社会福祉法に基づく社会福祉主事任用資格の取得方法につい
て教えてほしい。

　社会福祉法に基づく資格取得方法につ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　介護福祉士及び社会福祉士の資格取得方法について、どのよう
な取得方法があるのか教えてほしい。

　士士法に基づく各資格取得ルートにつ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ⑤

2

⑤

3

4

5

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 社会・援護局障害保健福祉部

平成２２年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

【企画課】
　課長補佐　矢田貝泰之（内線３０１１）
　主査　　　　山田　　大輔（内線３０１６）
（ダイアルイン　０３－３５９５－２３８９）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 2 0 0 0 2

メール

障害者自立支援法の改正法が成立したが、障害者自立支
援法は廃止すべきではないか。

障害者自立支援法は廃止し、新たな
総合的な福祉制度を平成２５年８月ま
でに実施することとしています。
今回の法律は、それまでの間、障害
者の地域生活支援を充実させるため
のものと承知しています。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 2

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

各省のホームページでは、会議等の資料がPDFという形で掲載さ
れている場合が多いが、私のような視覚障害者にとっては内容を
確認することができない。

総合福祉部会のホームページでは、
これまでの障がい者制度改革推進会
議でご議論された情報保障に関する
ご意見を踏まえて、視覚障害がある
方に向けてテキスト版の資料、知的
障害がある方に向けてルビ付き版の
資料を掲載しているところであり、引
き続き取り組んでいきたいと考えてお
ります。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4 ①

5 ①
介護保険から脱退することはできないのか、というご質問をいただ
きました。

介護保険制度は、誰もが抱える要介護リ
スクに対して、４０歳以上の方が少しずつ
保険料を拠出し合うことで必要な給付を
賄う社会保険制度として創設されたもの
であり、負担を偏らせることなくサービス
を提供していくためには皆様のご加入が
必要である旨回答しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

事業者の方から、特別養護老人ホームに病院や診療所を併設す
ることは可能かとの照会を受けました。

「病院又は診療所と介護老人保健施設等
との併設等について」（平成19年医政・老
健局長通知）において規定されており、一
定の要件を満たせば併設も可能である旨
回答しました。

第１号被保険者の方から、介護保険料を上げないでほしいという
ご意見をいただきました。

介護保険料は、各市町村が、３年を一期
間として見込まれるサービス給付量から
必要な保険料収納額を算出し、条例で定
めていること、次期改定に向けては、国と
して保険料上昇の抑制策を改正法案に
盛り込む予定である旨回答しました。

事業者の方から、特別養護老人ホームのサテライト型居住施設の
考え方について、併設されている施設もサテライト型居住施設とす
ることは可能かとの照会を受けました。

「指定地域密着型サービス及び指定地域
密着型介護予防サービスに関する基準
について」において、サテライト型居住施
設とは、本体施設とは別の場所で運営さ
れる指定地域密着型介護老人福祉施設
である旨規定されており、併設されている
施設は該当しない旨回答しました。

介護保険料について、「高所得の人にもっと負担してもらって、低
所得の人の保険料を軽減することはできないのか」とのご質問を
いただきました。

６５歳以上の方の介護保険料は所得に
応じた段階設定としていますが、高所得
者層については市町村が条例で細分化
することが可能である旨回答しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 29

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 26 0 0 3 29

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 老健局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

総務課企画官　　　　　高橋和久(内線3911)
総務課企画法令係　　富永華子(内線3919)
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分類

6 ①

7 ①

事業所の方から、通所リハビリテーションにおいて、サービス利用
開始月と終了月が同一月の場合であっても、短期集中リハビリ
テーションを行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算を
算定できるのかとのご質問をいただきました。

算定できる旨説明しました。

事業者の方から、介護老人保健施設の栄養マネジメント加算は、
調理業務の委託先にのみ管理栄養士を配置している場合も算定
可能かとのご質問をいただきました。

算定できない旨説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2

①

3 ①

4 ①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

救急車等で病院に搬送していただき、個室しか空いてない状態で
個室に入院となった場合ですが、差額料金は請求されるのでしょう
か。（搬送時に料金が高い個室は困るとは言えない状態かと思わ
れる。）

特別の療養環境に係る特別の料金（いわ
ゆる差額ベッド代）ついては、特別療養環
境室への入院を希望する患者に対して、
特別療養環境室の設備構造、料金等に
ついて明確かつ懇切に説明し、患者側の
同意のうえ入院させることとなっておりま
すと説明しました。また、実質的に患者の
選択によらない場合は室料差額を求めて
はならないという旨をお伝えしました。

平成２３年４月以降の出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制
度及び支給額については、どのような取扱いとなるのか。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支
払制度及び支給額の４万円引き上げは、平成
２１年１０月から平成２３年３月までの暫定的
な措置としているところ、社会保障審議会医療
保険部会でのご議論を踏まえ、平成２３年４月
以降の取扱いについては、以下のとおりとな
る旨回答しました。

①　現行の直接支払制度を改善するととも
に、一部医療機関等については、受取代理の
仕組みを制度化。
②　支給額については、原則４２万円を維持。

受取代理制度とはどのような制度か。 受取代理制度は、出産を予定している医療機
関等を受取の代理人として、出産育児一時金
の申請を事前に行うことにより、出産育児一
時金が直接医療機関等に支払われる制度。
原則４２万円までは、退院時に医療機関等の
窓口で支払う必要がなくなる旨回答しました。

出産費用が４２万円未満で収まった場合の差額は、どのように請
求を行えばよいのか。

差額が生じた場合、被保険者等から保険者に
請求して頂く。なお、差額請求の際には、医療
機関等から交付された費用の内訳が記載さ
れた領収・明細書の写しの他に振込先等必要
な事項を記載した書面の提出が必要な場合
があるため、詳細は保険者に確認する必要が
ある旨回答しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 9

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 6

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 80

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 87 0 0 8 95

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 保険局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

総務課
課長補佐　尾崎　（内線３２１６）
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分類

5 ①

6 ⑤

7

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

公費負担医療（結核）と、医療保険単独の治療を受けた月があった。治療
費が高額にのぼったので、高額療養費の支給の申請をしようと考えたとこ
ろ、自己負担が限度額に達しないため高額療養費は支給されないとの連
絡を受けた。
これはどういう事なのか。公費が適用される治療を受けているとその月は
高額療養費による費用負担の軽減が受けられないと言うことなのか。保
険者は適切な対応をしているのか。

公費が適用される治療を受けていると、総医
療費の一部負担部分はそのままでは世帯合
算の対象とはなりませんが、公費負担を受け
た後も残る費用徴収部分は、一定の基準を満
たせば、医療保険単独部分の一部負担と世
帯合算して、高額療養費の自己負担限度額を
超えていれば支給を受けることが可能です。
保険者にはその事実を伝えた上で、なおも取
扱いに納得できない等の事情があればまた
連絡いただきたい旨の説明をしました。

任意継続制度の資格喪失について。
自分は、22年2月に会社都合の退職で協会けんぽの任意継続被保険者
となったが、その後12月になって国民健康保険の保険料軽減制度のこと
を知った。自分は該当するので、22年4月に遡って任意継続の資格を喪
失して保険料が低い国民健康保険に加入し直したいのに、協会支部や厚
労省等に散々照会をしても出来ないと言われている。そもそも任意継続
に加入する際に制度のことについて何のアナウンスも無かったし、22年4
月以降もハローワークに足を運んだ際にも何の周知もなされなかったの
が原因ではないのか。
遡及喪失が出来るような対応を求める。
（当人は12月頃まで保険料を毎月納入済、その後の期間については国民
健康保険に加入済みとのこと。）

お尋ねの件については、現行制度上、任意継
続制度についてはは加入者ご本人の自発的
意志による、保険料納入済期間についての遡
及喪失は認められていない。
また、ハローワークの対応については、当課
で把握は出来ないが、協会けんぽにおいて
は、2月当初はそもそも制度施行前であるこ
と、4月以降についてはＨＰ上の掲載や支部等
の窓口によるリーフレット配布等により周知は
行われていた。
いずれにせよ、現行制度上、今回の事例を特
別扱いすることは出来ないが、ご要望があっ
たことについては報告を上げる。

医者による薬の処方日数について医者によっては２週間分しか出
せないということをよく聞きます。確かに、副作用とかの危険性から
というのはわかりますが、長期服用するものは、半年とか許されな
いのでしょうか。薬の処方を２週間毎に受けに病院に行かなくては
ならなく、交通費もかかるのでどうにかならないでしょうか。

新医薬品ではない薬剤などについては、
処方日数の規定がないことから、処方す
る医師の判断に委ねられているところと
説明した上で、医薬品の処方日数につき
ましては、医師にご相談いただくようお伝
えしました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①
④

3

①
④

不況で、若者でも仕事がないのに、高齢者で年金をもらいながら仕
事をして収入を得ている人の年金額をカットする基準が、給料と年
金の合算で２８万円だが、２０万円に引き下げるべき。

厚生年金制度においては、年金を受給して
いる方が厚生年金の被保険者となっている
場合、賃金と老齢厚生年金の合計が一定
以上の額であれば、厚生年金の一部又は
全部を支給停止する「在職老齢年金」の仕
組みが設けられているところです。在職中
の方に支給される老齢厚生年金について
は、これまでも逐次見直しを行ってきたとこ
ろですが、年金制度改革に向けた議論にお
ける重要な検討課題の一つと考えており、
ご指摘の点については貴重なご意見として
承りました。

国民年金第3号被保険者の記録不整合問題が取り沙汰されている
が、第3号被保険者制度自体を見直す必要があるのではないか。

専業主婦の方については、自分自身に収
入がなく保険料負担が困難であることか
ら、保険料の負担を求めず、配偶者（夫）が
加入する被用者年金制度全体で、その年
金の給付に要する費用を分担する仕組み
となっています。
また、現在の年金法では被扶養配偶者を
有する被保険者が負担した保険料は、当
該被扶養配偶者が共同して負担したもので
あるという基本的認識が示されているところ
です。一方で、この仕組みについては、
・第３号被保険者の範囲にとどまるために
働く時間を調整するなど、女性の就業意欲
を抑制しているのではないか。
・自営業者等の妻や学生が保険料負担し
ているのに専業主婦が直接負担しないの
は不公平ではないか。
といったご指摘もあるところです。
いずれにせよ、専業主婦の方に関して保険
料の取扱いをどうするかについては、年金
制度改革に向けた議論において検討すべ
き論点の一つと考えております。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民年金の第３号被保険者期間中に第１号被保険者期間が含まれ
ていることが確認された場合の取扱い、いわゆる「運用３号」につい
て、「不公平である」、「遡って保険料を納めさせるべきだ」等のご意
見。

メール

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 6

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 207

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 0

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応
概　　要

83 4 0 126 213

第３号被保険者の記録不整合問題への対
応について、「運用３号」の通知は廃止いた
しました。今後は、総務省の年金業務監視
委員会や年金記録回復委員会から提出さ
れた意見書の内容等を踏まえ、法的措置
による抜本改善策を検討していくこととして
おりますのでご理解願います。

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）
部局（課室）名 年金局

平成２３年３月４日～３月１０日受付分
照　会　先

年金局総務課
　課長補佐　三好（内線3313）
　企画係長　岡野（内線3316）
　（代表）03-5253-1111

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0
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分類

4

①
④

5

①
③
④

6

①
④

年金の受給資格期間25年を短縮すべきではないか。 受給資格期間については、年金制度改革
に向けた議論における検討課題の一つと
考えており、貴重なご意見として承りまし
た。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応
概　　要

日本年金機構本部に電話すると、通話を録音する旨の案内が流れ
るが、通話の録音を希望しない場合は、録音をしない対応をしてほ
しい。

日本年金機構本部では、電話でお客様か
らのご意見等が寄せられた場合、サービス
向上と運用管理の観点から、本年3月より
通話を録音させていただくことといたしまし
たので、ご理解願います。
ご意見につきましては、日本年金機構とと
もに情報を共有いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

・事業仕分けにより年金担保融資の廃止が決定されたと聞いた。い
つ廃止されるのか。

・行政刷新会議において、年金担保貸付制
度は廃止という結論が出されたことは厚生
労働省として重く受け止めております。
・具体的な廃止の時期は決まっておりませ
んが、現在、必要な対応策を検討している
ところです。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

4

　

5

　

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 政策統括官（労働担当）

平成23年３月４日～３月10日受付分
照　会　先

室長補佐　黒澤 朗(7725)
総務係長　若山　丈(7717)

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 3 0 0 0 3

メール

労働契約承継法指針について、通知の時期が列挙されているが
どのような趣旨か。

労働契約承継法と労働契約承継法指針
の該当部分を丁寧にご説明し、ご理解を
いただきました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 3

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

労働契約承継法上、誰を対象にしてどのような手続きをとればよ
いのか。

労働契約承継法と労働契約承継法指針
の該当部分を丁寧にご説明し、ご理解を
いただきました。

会社分割で、労働契約承継法に基づく異議申出ができる労働者が
いないような場合でも、通知は必要なのか。

労働契約承継法と労働契約承継法指針
の該当部分を丁寧にご説明し、ご理解を
いただきました。

　

－23－



(参考）

本部分
 件  件  件  件  件  件  件

地方分
 件  件  件  件  件  件  件

合　計
 件  件  件  件  件  件  件

件

件

件

件

分類

1
①
④

2
①
④

3
①
④

4
①
④

5
①
④

0

海外留学中に国民年金に任意加入していなかった。留学中
に発症した病気のため、障害年金の請求をしたいが、制度加
入中の初診ではないため受け取る権利がない。国内にいた
期間は国民年金保険料を納付しており、このような場合は受
け取ることができるよう制度を改正して欲しい。

固定的な賃金に大幅な変動があった場合、報酬を届け出る
月額変更届について、変動後３カ月経過して初めて標準報酬
が変更になる。給料が下がったのに、高い保険料を払い続け
るのは大変な負担である。すぐに変更できるよう制度を改正
して欲しい。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現在の状況について説明をしたうえ
で、貴重なご意見として承り、厚生労
働省へ伝える旨説明しました。

169

383

部局（課室）名

照　会　先

来訪 電話 地方自治体手紙 FAX

388 11 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

459

国民の皆様の声・集計報告票

日本年金機構

サービス推進部
　お客様の声グループ長　　　高水　徹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  海野　崇
（代表電話）03－5344－1100  （内線 3177）

　政策・制度立案への提言

国民の皆様の声の
内訳（大分類） 　法令遵守違反に関するもの

　その他

0

平成２３年３月４日～３月１０日受付分

0

0

メール

60
国民の皆様の声
把握方法別件数

合計

0

93

49 430 13 0 60 0 552

49 42 2 0 0

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民年金第３号被保険者について、３号から１号被保険者へ
の届出漏れがあった場合、２年以上遡る部分については、そ
のまま３号期間とし、年金を受ける際の期間として認められ
る。きちんと納付している人と比べて不公平である。第３号被
保険者制度は優遇されすぎであり取扱いを変更して欲しい。

遡って障害基礎年金を受け取ることとなり、今まで納めてきた
期間の保険料が遡って法定免除され還付となった。今後、障
害の状態が軽減し、障害基礎年金が支給停止となることも考
えられる。法定免除期間の追納もできるが、加算金が付く場
合もある。法定免除にするか、納付したままにするかを選択
できるよう制度を改正して欲しい。

（主な国民の皆様の声）

項番

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

概　　要

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

対　　応
内　　容

国民年金の死亡一時金について、３６カ月以上、１号被保険
者（任意加入を含む）として納めていなければ、支払われな
い。納めた月数に応じた金額が支払われる又は納めた保険
料が還付になるよう制度を改正して欲しい。
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分類

6
②
④

7
②
④

8
②
④

9
②
④

10
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

お客様から、お礼や激励をいただきました。
これらの声を糧として、今まで以上に
サービス向上に努めてまいります。

ご提出いただいた申告書の処理状
況をていねいにお伝えするとともに、
源泉徴収票の解説をもっとわかりや
すくする等の検討を行ってまいりま
す。

扶養親族等申告書の提出内容の確認や、源泉徴収票の解
説をもっとわかりやすくして欲しい等のご意見をいただきまし
た。

年金事務所職員の説明が不十分、事務処理に時間がかか
る、態度やマナーが悪く、不愉快な思いをした。（同様なご意
見が16件ありました。）

事実確認を行った上で、必要な指導
等を行っていきます。
お客様の年金相談に対し、お客様に
プラスとなる「もう一言」を心がけま
す。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

各種通知や案内について、内容がわかりづらいものがあるの
で、もっとわかりやすくして欲しい。

記載内容をわかりやすい言葉に置き
換えを行うとともに、お客様向け文書
モニター会議等において検討を行
い、記載内容をわかりやすくするよ
う、引き続き取り組みを行っているこ
とを説明しました。

国民年金の保険料還付金の支払処理が遅い、保険料収納業
務委託業者に対する不満等のご指摘をいただきました。

事務処理体制の強化に取り組み、早
く事務処理できるように努力してまい
ります。また、適切な委託業者管理
に努めてまいります。
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